
R4.８月 ９月 10月 11月 12月 R5.１月

登録者 3,129 3,188 3,242 3,280 3,316 3,380
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「三条ひめさゆりネット」登録者の推移

「三条ひめさゆりネット」登録者が、令和５年１月末で、

3,300件を超えました。

合計
99

事業所

令和４年度 4月から11月までに新しく導入した事業所をご紹介します。
各事業所のみなさんよろしくお願いします。

新しく情報共有したい事業所がある場合は、連携設定の連絡をお願いします。
① システム上から情報共有したい登録者の【経過観察】に次のとおり投稿をお願いします。
(例) 「○○事業所を連携してください。」

② 投稿後、当センターに電話連絡ください。(電話：46-8033)

③ 当センターで設定作業を行い、情報共有が開始となります。

・えんたけ行政書士事務所

・しなの薬局 三条店

・居宅介護支援事業所三条市デイ

・指定通所リハビリテーション富永草野

・しなの薬局 塚野目店

・シルバーサポートあすも

新規導入事業所の紹介



①ホーム画面、右上の
「使い方」を、クリックして
ください。

②この画面から、必要なマニュアル
の、ダウンロードをお願いします。

「三条ひめさゆりネット」における情報共有に関するワーキング
が開催されました。

【ワーキング出席者】主催：三条市高齢介護課
三条市包括ケア推進会議の委員及び認知症初期集中支援チーム員のうち、
「三条ひめさゆりネット」を利用する医療・介護関係者等 7名

【内容】
1 「介護予防・在宅療養手帳」及び「三条ひめさゆりネット」の目的の再確認
2 三条ひめさゆりネットの活用ルール案
3 介護予防・在宅療養手帳の活用ルール案

【参加者からのご意見】
・コロナワクチン接種日等の情報はどこに入力すればよいか。

→利用者の基本情報に記入しましょう。

・ルールを決めると事業所の負担が大きい。
→努力項目として行っていきましょう。

・「三条ひめさゆりネット」で知り得た個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。

「三条ひめさゆりネット」最新マニュアルダウンロード方法



センターからのお願い「三条ひめさゆりネット」活用方法

経過観察に情報提供したが、返答がない。
利用者さんの、情報共有や情報交換できない。

いままで、情報が交換されていないと、相手側が気づきにくい
こともあります。
ぜひ、情報共有したいときやコメントが欲しい時は、
『投稿を確認してください。』と連絡してはいかがでしょうか。

ホーム画面でも確認しやすいよう、早めに見てほしい情報は、経過観察で
【変化あり】【異常あり】を選択してください。

ログイン後のホーム画面＞【画面下】新着情報＞連携通知で登録者の
新規の連携情報が確認できます。

令和５年２月14日から、経過観察の申送りやコールに対するコメント毎に
「確認」ボタンが追加されました。ぜひご活用ください。

毎日「三条ひめさゆりネット」にログイン
していただきますと、新着情報が確認
できます。



暦の上では春ですが、
まだまだ寒い日が続きます。
皆様お体をご自愛ください。

「三条ひめさゆりネット」に関するお問い合わせは
三条市医師会 三条市地域包括ケア総合推進センター
担当 角田 ・ 鈴木 ・ 杉山
電 話 ０２５６（４６）－８０３３
E-Mali zaitaku@sanjo-med.or.jp

◼ 使用申請書（様式1）又は協定書（様式2）について、変更があった場合には、変更
届（様式8）の提出をお願いいたします。
(法人名、事業所名、代表者氏名、システム管理者名）

◼ 登録利用者様が亡くなった場合は次のように手続きください。(フロー図参照)
① 該当利用者画面の経過観察へ申し送り登録
② 登録内容：亡くなった日(亡くなった場所(病院、自宅、施設)が分かれば、登録)
③ 当センターに連絡し、各事業所で、必要に応じ非表示に設定

◼システム会社(株)Allm のお問合せ電話番号

営業時間：１０時～18時 休業日：土日祝日 他(株)Allm が定めた休業日

TEL：03-4361-2650(音声ガイダンス）

◼ システム利用に関する様式は、各事業所に配布している手引きや三条市医師会HP＞
当センターページ＞医療・介護・福祉関係者ページを確認ください。
(パスワード：sanjo1359)

mailto:zaitaku@sanjo-med.or.jp
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